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「36 協定届」が新しくなります  

◆改正の内容  

 2021 年

４ 月 １ 日 よ

り、36 協定

届 の 様 式 が

新 し く な り

ます。  

改正内容は、大きく２点あります。  

①  36 協定届における押印・署名の廃

止  

②  36 協定の協定当事者に関するチェ

ックボックスの新設  

◆36 協定届における押印・署名の廃止  

 労働基準法施行規則等の改正により、

使用者の押印および署名が不要になりま

した（記名は必要）。  

＊36 協定と 36 協定届を兼ねる場合の

留意事項  

 労使で合意したうえで労使双方の合意

がなされたことが明らかとなるような方

法（記名押印または署名など）により 36

協定を締結すること  

◆36 協定の協定当事者に関するチェッ

クボックスの新設  

 労働者代表（事業場における過半数労

働組合または過半数代表者）についてチ

ェックボックスが新設されています。  

＊過半数代表者の選任にあたっての留意

事項  

 ・管理監督者でないこと  

 ・36 協定を締結する者を選出するこ

とを明らかにしたうえで、投票、挙手等

の方法で選出すること  

 ・使用者の意向に基づいて選出された

者でないこと  

◆新旧様式の届出の適用  

 2021 年３月 31 日以前であれば、４

月１日以降の期間を定める協定であって

も、原則、旧様式を用いることになりま

す。しかし、新様式を使用することも可

能で、その場合は、協定当事者の適格性

にかかるチェックボックスにチェックす

る必要はありませんが、使用者の記名押

印または署名が必要になります。  

 なお、新型コロナウイルスの感染拡大

の状況を踏まえ、3 月 31 日以前であっ

ても、使用者や労働者の押印または署名

がなくても提出することができます。  

  

※新様式は以下のＵＲＬからダウンロー

ドして使用できます。  

https://www.mhlw.go.jp/bunya/rou

doukijun/roudoujouken01/index.ht

ml 

【厚生労働省リーフレット】  

https://www.mhlw.go.jp/content/0

00708408.pdf 

 

３月１日から障害者雇用率が引き上

げられます  

◆改正の概要  

障害に関係なく、希望や能力に応じて、

誰もが職業を通じた社会参加のできる

「共生社会」実現の理念のもと、障害者

雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関

する法律）において、事業主には、障害

者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用
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する義務が課されています。この法定の

障害者雇用率が、令和３年３月１日から

0.1％引き上げられることになりました。 

改正の経緯としては、平成 30 年４月１

日施行の改正で、法令上は、2.0％から

「2.3％」に引き上げられました。ただ

し、経過措置として、平成 30 年４月１

日から起算して３年を経過する日より前

に廃止することして、当分の間は、  

◆障害者雇用率  

事業主（国および地方公共団体を除く）

は、その雇用する対象障害者（※）であ

る労働者の数が、その雇用する労働者の

数に障害者雇用率を乗じて得た数（その

数に１人未満の端数があるときは、その

端数は、切り捨てる）以上であるように

しなければなりません（障害者雇用促進

法 43 条１項）。  

※対象障害者とは、身体障害者、知的障

害者または精神障害者（精神保健および

精神障害者福祉に関する法律の規定によ

り精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ているものに限る）をいいます（障害者

雇用促進法 37 条２項）。  

この障害者雇用率が、３月１日から以下

のとおりとなります（いずれも同日前よ

り 0.1％引上げ）。  

・一般事業主（一定の特殊法人を除く）

………………………100 分の 2.3 

・一定の特殊法人…100 分の 2.6 

・国・地方公共団体（都道府県等の教育

委員会を除く）……100 分の 2.6 

・都道府県等の教育委員会………………

………………………100 分の 2.5 

 

企業の同一労働同一賃金への対応状

況は？  

◆４月から全面施行「同一労働同一賃金」 

パートタイム・有期雇用労働法の施行

に伴って、企業には正社員と非正規雇用

労働者の間の不合理な待遇差の解消等が

求められています。2021 年４月から中

小企業にも全面的に適用されるこの「同

一労働同一賃金」。完全施行を前に準備を

進めている企業も多いところです。企業

の対応状況はどのようになっているので

しょうか。  

◆「同一労働同一賃金」ルール  認知度

は６割  

独立行政法人  労

働政策研究・研修機

構が 実 施し た 調査

（10 月１日現在の

状況について調査。

有効回答数（有効回

答率） 9,027 社（45.1％））によれば、

同一労働同一賃金ルールについて「内容

を知っている｣との回答が６割超となっ

ています（大企業（常用雇用者  301 人

以上）で 93.6％、中小企業（同  300

人以下）で 63.3％）。｢内容はわからな

いが、同一労働同一賃金という文言は聞

いたことがある ｣は 31.4％（大企業

5.2％、中小企業 32.6％）となっており、

適用前の中小企業ではまだ周知が不十分

である状況もわかります。  

◆不合理な待遇差禁止義務への対応が４

割  

対応策にも様々ありますが、本調査で

は（複数回答）、｢左記（正社員と職務・

人材活用とも同じ）以外のパート・有期

社員の待遇の見直し（不合理な待遇差禁

止 義 務 へ の 対 応 ） ｣ が ４ 割 を 超 え

（42.9％）、｢正社員とパート・有期社員

の、職務分離や人材活用の違いの明確化｣

（19.4％）、｢正社員と職務・人材活用と

も同じパート・有期社員の待遇の見直し

（差別的取扱い禁止義務への対応） ｣

（18.8％）、｢就業規則や労使協定の改

定｣（18.6％）、｢労働条件（正社員との

待遇差の内容・理由を含む）の明示や説

明｣（17.0％）、「パート・有期社員の正

社員化や正社員転換制度の導入・拡充」

（12.8％）、｢正社員を含めた待遇の整理

や人事制度の改定｣（10.7％）、「正社員

の待遇の見直し（引下げ等）」（6.1％）

等が続いています。  

 


